
 

令和８年度「ぐんま Agri×NETSUGEN共創」実証事業 

公募型プロポーザル実施要領 
 

用語と定義 

 

 本要領に記載する用語の定義は下表のとおりです。 

 

用語 定義 

スタートアップ 以下のいずれも満たす企業 

⚫ 中小企業法第 2条に規定する中小企業以外の企

業（みなし大企業を含む。）でないこと。 

⚫ 新技術・新サービスの展開により短期間での資

金調達・事業拡大、迅速な成長を目指す企業で

あること。 

⚫ 創業から概ね 10年以内の企業であること。 

 

スタートアップ技術等 スタートアップが保有・提供する革新的技術やサー

ビス 

 

共同事業体 スタートアップと以下に掲げる関係者のうち少な

くとも１つ以上が連携した事業体 

⚫ 農業経営体 

⚫ 自治体及びその機関 

⚫ 農業団体（ＪＡ等） 

⚫ その他関係する企業・団体等 

 

 
参考：中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）（抄） 

（中小企業者の範囲及び用語の定義） 

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各

号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率

的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三

百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第

四号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百

人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が

百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むも

の 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が

五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

  



 

１ 趣旨 

標記業務の受託予定者を選定するため、次のとおり実施事業者を公募しま

す。 

 

２ 事業の概要 

（１）事業名 

令和８年度「ぐんま Agri×NETSUGEN共創」実証事業 

（２）業務内容 

別添「『ぐんま Agri×NETSUGEN共創』実証事業 企画提案仕様書」参照 

（３）契約期間 

契約締結日から令和９年３月１２日（金） 

（４）委託上限額 

３，５００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

（５）採択上限数 

６者程度 

 

３ 参加資格 

（１）提案者（本件業務委託の受託予定者）がスタートアップであること。 

（２）提案者のスタートアップ技術等を活用した、共同事業体による実証に関す

る提案であること。 

（３）提案する内容が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は指定を

受けている必要がある場合には、当該免許、許可、認可又は指定を受けてい

ること。 

（４）提案者を含む共同事業体の構成員が以下の要件を全て満たすこと。 

ア 契約責任を果たす能力を持ち、財政的健全性を有していること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当していない者。 

ウ 破産宣告を受け復権していない者でない者。 

エ 銀行取引停止処分を受けている者でない者。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立

て、または民事再生法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生手続の

申立てがなされている者でないこと。 

カ 群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこ

と。 

キ 群馬県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

ク 暴力団、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

る者でないこと。 

 



 

 

なお、上記に加え、提案者は、当該実証事業を的確に遂行する体制・ノウハ

ウ等を有していることが求められるため、以下いずれかの受賞歴又は契約実績

を有することが望ましい。 

（ア） 県が連携協定を締結している一般社団法人 AgVenture Lab が実施す

るアクセラレータープログラムである「ＪＡアクセラレーター」、又はそ

の他国内のアクセラレータープログラムにおける受賞歴 

（イ） 過去５年間において、自社の技術やサービスの実証等についての官

公庁との契約実績（１件以上） 

※ 「ＪＡアクセラレーター」プログラムについては以下リンク先から御確

認ください。 

JA アクセラレーター by AgVenture Lab（https://ja-accelerator.agventurelab.or.jp/） 

 

４ 公募・選定スケジュール（日程は全て令和８年） 

（１）公募期間 

２月３日（火）～２月２７日（金） 

（２）質問受付期限 

２月１８日（水）１５時まで （メールにて必着） 

（３）参加申込・企画提案書提出期限 

２月２７日（金）１５時まで （メールにて必着） 

（４）１次審査（書面審査）結果通知予定日  

３月１３日（金） 

（５）２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 実施予定日 

３月１７日（火） ※仮日程、変更の可能性があります。 

（６）受託予定者の決定及び通知予定日 

３月２０日（金） 

（７）契約締結、事業実施計画書提出等 

４月中 

  

JAアクセラレーター%20by%20AgVenture%20Lab
https://ja-accelerator.agventurelab.or.jp/


 

５ 本プロポーザルに関する質問及びそれに対する回答等 

本プロポーザルの参加や企画提案書の作成に係る質問を下記のとおり受け

付けます。 

なお、審査に係る質問については受け付けません。 

 

（１）受付期間 

公募開始日から令和８年２月１８日（水）１５時まで （メールにて必着） 

（２）質問方法 

ア 様式 

任意。ただし、会社名、担当者氏名、連絡先（住所、電話番号、メール

アドレス）を明記ください。 

イ 提出方法 

 件名を「『ぐんま Agri×NETSUGEN共創』実証事業 公募型プロポーザル

に関する質問」とし、１０に記す担当あてに電子メールにより御提出くだ

さい。 

なお、電子メール送信後に必ず電話にて着信を御確認ください。 

（３）回答 

質問書受付日の翌日から起算して３日以内（土・日曜日、祝日を除く）に、

メールにより行います。また、公平性を担保するため、回答内容を県ホーム

ページに公表することがあります。 

 

６ 参加申込及び提案資料の提出 

提案者は、次の書類を期限内に御提出ください。 

（１）提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 会社概要書（様式２） 

③ 企画提案書（様式３）  

④ 委託費見積書（任意様式） 

※宛名は「群馬県知事 山本一太」とし、見積書の内訳には各経費の単

価、消費税及び地方消費税額を明記してください。 

※正式な見積については、審査の結果を踏まえ、「７」に定める受託候

補者に改めて依頼します。 

⑤ 参考資料（任意様式）  

※事業イメージや企画提案書の内容を補足するもの作成してください。 

⑥ 添付書類 

（ア）暴力団排除に関する誓約書（様式ア） 

（イ）登記事項証明書（現在事項全部証明書） （３か月以内に発行され

たもの。写し可） 



 

（ウ）直近の決算に係る財務諸表 

（エ）課税（免税）事業者届出書（様式エ） 

（オ）外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート（様式オ） 

（カ）会社概要等事業者の概要がわかるもの(パンフレット等)（任意様式） 

※その他、県が必要とする場合、追加資料の提出を求めることがあ

ります。 

（２）提出期限 

令和８年２月２７日（金）１５時 （メールにて必着） 

（３）提出方法 

⚫ PDF ファイルにより１０に記す担当あてに電子メールで御提出くださ

い。 

⚫ 送信後に必ず電話にて着信を御確認ください。 

※資料は、全ページに頁番号を付けてください。 

※複数資料になる場合は、各資料の表紙に、資料番号を１、２、３・・・

となるよう、資料の違いが分かるよう標記してください。 

※添付ファイルのサイズが７MB（メガバイト）を超える場合は、群馬県

のメールシステムで受信できないため、引き取りメールの送信依頼

を連絡してください。 

（４）応募書類の取扱い 

⚫ 提出された応募書類は返却しません。 

⚫ 提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成することがありま

す。 

 

（以下、次頁まで空白） 

  



 

７ 審査 

提出された書類及び企画提案に関する審査を次のとおり実施し、提案書評

価基準に定める要件を満たし、かつ、高い評価点を得た複数者を審査の上、優

秀提案者を決定します。 

なお、審査は１次審査を書面で行い、その中から高得点を獲得した提案者に

ついて、２次審査をプレゼンテーション・ヒアリングにより審査します。 

 

（１）１次審査（書面審査）の実施 

① 実施方法 

提出いただいた提案書類を事務局にて審査いたします。 

② 審査結果通知予定日 

令和８年３月１３日（金） 

※２次審査に進む場合は、その詳細についても御連絡します。 

（２）２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施 

① 日時 

令和８年３月１７日（火） ※仮日程、変更の可能性があります。 

② 場所 

オンライン・ＷＥＢ会議にて行います。 

③ 実施方法 

⚫ １提案者あたり 15 分程度（プレゼンテーション 10 分、質疑応答５

分） 

⚫ 原則として、審査当日に新たな説明資料を追加することは認めませ

ん。 

④ 審査方法 

⚫ 「『ぐんま Agri×NETSUGEN共創』実証事業プロポーザル選定委員会」

の委員（以下、「選定委員」という。）による審査の結果、各選定委

員の評価点の合計点数が高い順序から予算上限内で選定し、受託候

補者として、随意契約の交渉を行います。 

⚫ 選考委員による評価の合計の平均点が７０点未満の場合は選定しま

せん。 

⚫ 上記の受託候補者と合意に至らなかった場合は、次に評価点の高い

者から順に交渉を行います。 

⚫ 評価点の合計点数が同点だった場合は、選定委員の合議による優劣

の比較審査を行い、評価項目に加算もしくは減算を行い、合計点数

の優劣をつけ受託候補者を決定します。 

⚫ 提案者が一者だった場合は、選考委員による評価の合計の平均点が

７０点以上だった時に、当該提案者を受託候補者として選定します。 

 



 

⑤ 審査結果の通知 

令和８年３月２０日（金）までに連絡します。また、結果は群馬県ホ

ームページにて公開いたします。 

（３）その他 

次のいずれかに該当した場合には、失格とします。 

⚫ 企画提案書の提出期限を過ぎて提出された場合。 

⚫ 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

⚫ 見積金額が委託上限額を超過している場合。 

⚫ 審査の公平性を害する行為があったと群馬県が認める場合。 

⚫ 誠実な契約の履行が望めないと群馬県が判断した場合。 

 

８ 契約締結等の手続 

（１）契約の締結 

⚫ 契約締結については、令和８年度に実施予定です。 

⚫ 企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約

内容及び契約金額は、受託候補者と県の間で調整を行い、双方の合意

が得られた場合、契約を締結します。 

⚫ 当該協議が不調となった場合、次に評価の高い提案者と協議を行う場

合があります。 

⚫ 契約締結に必要な経費は契約相手方の負担とします。 

 

（２）その他 

⚫ 契約代金の支払は、成果物の引渡しが完了した後に行うものとします。 

⚫ 受託候補者が、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由

を明記した辞退届（任意様式）を提出してください。 

なお、この場合においては、次順位者を受託候補者とします。 

 

９ 注意事項 

（１）本件プロポーザルの参加に要する経費は、全て提案者の負担とします 

（２）提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、

契約締結後の場合には契約を解除することがあります。また、これにより県

が損害を被った場合には、賠償を請求することがあります。 

（３）提案を辞退する場合には、速やかに連絡するとともに、その旨を書面にて

提出してください。 

（４）受託者が契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解

除することがあります。この場合、県は受託者の損害を補償しません。 

（５）本件プロポーザルへの企画提案は、提案者につき一提案のみとします。 

（６）業務受託者が主たる業務を第三者に委託し、又は請け負わせて実施するこ



 

とは認めません。また、再委託等の相手方が当該プロポーザルの入札者とな

ることは認めません。 

（７）本件プロポーザルの参加に係る手続、提出書類、ヒアリング等で使用する

言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨とします。 

（８）本件プロポーザルは、令和８年度群馬県一般会計予算成立を前提とします。

また、本件プロポーザルにおける受託候補者の決定は、令和８年４月１日に

令和８年度予算発効時において効力を生じるものとします。 

 

10 担当者・連絡先 

  群馬県農政部農業構造政策課 

  経営体支援係 齋藤 

  電 話：０２７－２２６－３０２４ 

  メール：noukouka@pref.gunma.lg.jp 


